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第３回選挙管理委員会 会次第

                                 令和４年６月１日(水)

                           午後４時～

１．付議事項について

(1) 公職選挙法第２２条第１項の規定による選挙人名簿の定時登録及び同法施行令第２２条第１項の

規定による選挙人の数の県選挙管理委員会への報告について

   

   公職選挙法第２２条第 1 項の規定により、６月１日における選挙人名簿の定時登録を行うととも

に、同法施行令第２２条第１項の規定により、選挙人の数を県選挙管理委員会へ報告するものです。

（名簿登録者数）    （男）       （女）

令和 4 年 6 月 1 日   ４９７，８８８人  ２２７，１６２人  ２７０，７２６人

令和 4 年 3 月 1 日   ４９８，０５７人  ２２７，１９４人  ２７０，８６３人

   増  減       △１６９人     △３２人    △１３７人

(2) 住民の直接請求に連署を要する数の告示について

地方自治法

   第７４条第１項（条例の制定，改廃の請求） ５０分の１の数  ９，９５８人

   第７５条第１項（事務監査の請求）            497,888×1/50＝9,957.76  

                                                             ≒9,958   

   第７６条第１項（議会の解散の請求）           

   第８０条第１項（議員の解職の請求）       40 万を超える数に 6 分の 1 を乗じた数と 40 万に 3 分の 1 を

   第８１条第１項（長の解職の請求）          乗じて得た数とを合算して得た数  １４９，６４９人

   第８６条第１項 (主要公務員の解職の請求)     (497,888-400,000)×1/6 +400,000×1/3

                                          ≒16,315+133,334

                                               ＝149,649

市町村の合併の特例等に関する法律

   第４条第１項   （合併協議会設置の請求） ５０分の１の数 ９，９５８人

   第５条第１項   （合併協議会設置の請求）

   第４条第１１項  （合併協議会設置協議について選挙人の投票の請求）  ６分の１の数  ８２，９８２人

   第５条第１５項  （合併協議会設置協議について選挙人の投票の請求）    497,888 ×1/6 ＝82,981.3

                                                              ≒82,982

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第８条第１項 （教育長等の解職の請求） 40 万を超える数に 6 分の 1 を乗じた数と 40 万に 3 分の 1 を

                                                                                    乗じて得た数とを合算して得た数  １４９，６４９人
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(3) 公職選挙法第２８条第２号及び第３号の規定による選挙人名簿から抹消した者について

① 第２号（本市を転出後、４箇月を経過した者）

  抹消対象者   令和 4 年 1月 1 日から令和 4 年 1月 31 日までの表示者

  抹消対象期間  令和 4 年 5月 2 日から令和 4 年 6 月 1 日まで

    抹消対象者数  男 ４３７人   女 ３８０人   合計 ８１７人

  ② 第３号（在外選挙人名簿への登録の移転）

   抹消対象者   男１人（クウェートへの転出） 女１人（ブータンへの転出） 計 ２人

(4) 公職選挙法第３０条の６の規定による在外選挙人名簿への登録及び同法第３０条の１１の規定に

よる在外選挙人名簿から抹消した者について

  公職選挙法第３０条の５第１項に基づく申請による有資格者２人（アメリカ、フランス）、

同条第４項の規定による国外転出者で、転出届出時に登録の移転の申請があった者２人（クウェー

ト、ブータン）の計４人を登録します。

また、公職選挙法第３０条の１１の規定により、国内の市町村（東京都町田市）において新しく住

民票が作成されてから４箇月を経過した者１人を抹消します。

   

       前回までの登録者   ２５５人

       今回の新規登録者    ４人

       今回の抹 消 者   △ １人

          登録者総数   ２５８人

(5) 公職選挙法施行令第２３条の１６第１項において準用する同法施行令第２２条第１項の規定に

よる在外選挙人の数の県選挙管理委員会への報告について

   ６月１日現在の在外選挙人名簿登録者数を県選挙管理委員会へ報告するものです。なお、報告は、

県規程に基づき、衆議院議員小選挙区選挙における選挙区ごとに行います。

         （男）    （女）     （計）

   第１区   ７５人 １３７人    ２１２人

   第２区   １３人     ３３人     ４６人

   合 計   ８８人    １７０人    ２５８人 （３月比 ＋６人）
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(6) 参議院議員通常選挙及び鹿児島県議会議員補欠選挙における選挙人名簿登録の移替えの延期につ

いて

  公職選挙法施行令第１７条ただし書きにより、選挙人名簿及び投票所整理券作成のため、６月

１０日以降に市内間の転居を行った者の投票区の移替えを延期するものです。

  延期する期間  令和４年６月１０日から令和４年７月１０日まで

(7) 鹿児島県議会議員補欠選挙における期日前投票所の設置及び不在者投票用紙等の発送について

① 公職選挙法第４８条の２第６項により読み替えて適用される同法第３９条の規定に基づき、期日

前投票所の場所及び日時並びに時間を定めるものです。

② 公職選挙法施行令第５３条第１項（一般郵便・指定病院等）及び同令第５９条の４第４項（在宅

郵便）並びに同令第５９条の５の４第７項（特定国外派遣隊員）において、不在者投票用紙等を郵

便等をもって発送するときは、選挙管理委員会が定めた日以降直ちにしなければならないと規定さ

れていることから、発送する開始日を次のとおり定めるものです。

   発送開始日  令和４年７月１日（金）

   ただし、特定国外派遣隊員から請求があった場合は、令和４年６月１８日以降

(8) 鹿児島県議会議員補欠選挙における期日前投票所の設置及び日時の指定について（告示）

  上記(7)①において承認をいただいた期日前投票所の設置及び日時について、公職選挙法第４８条

の２第６項により準用する同法第４１条第１項の規定により、告示を行うものです。

  なお、同法の規定により告示は、選挙の告示日である７月１日に行います。

(9) 鹿児島市選挙事務手続規程の一部改正について

  ７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙及び鹿児島県議会議員補欠において、既定の投票所が

建替え工事により使用できず、代替施設も確保できないことから近接する投票区と合区するため、規

程の別表の一部を改正するものです。

  改正規程第１条で合区することを定め、第２条において次回の選挙から回復（元に戻す）すること

を定めます。

  ・第６４区「西本願寺小山田出張所」を第６３区「小山田小学校」へ合区
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(10)その他

① 県議会議員補欠選挙の執行について

５月２３日（月）に柳誠子氏が県議会議員を辞職したことにより、２４日（火）に開催された県

選挙管理委員会において県議会議員補欠選挙の選挙日が決定され、同日付で通知がありました。

【鹿児島県議会議員補欠選挙】

選 挙 期 日  令和４年７月１０日（日）

選挙期日の告示日  令和４年７月１日（金）

選挙すべき者の数  ２人

   現在開会中の国会の会期延長がなければ、参議院議員通常選挙と同日選挙となります。

② 令和４年度鹿児島市明るい選挙推進協議会総会書面決議の結果について

  令和４年度鹿児島市明るい選挙推進協議会総会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から書面開催とし、各委員に書面で賛否及び意見を照会しておりましたが、別紙のとおり、

各議案とも全員一致で可決されましたので、報告します。

曜 時　刻 摘　　要 出席者 場　所

６月 １日 水 16:00 委員会（定時登録） 全員 選管委員会室

１５日 水 16:00 委員会（補選・参議選関係） 全員 選管委員会室

２１日 火 16:00 委員会（参議選名簿登録） 全員 選管委員会室

２２日 水 17:15 委員会（参議選公示） 全員 選管委員会室

３０日 木 16:00 委員会（県議補選名簿登録） 全員 選管委員会室

７月 １日 金 17:15 委員会（県議補選告示） 全員 選管委員会室

７日 木 17:15 委員会（開票立会人選任） 全員 選管委員会室

８日 金 14:00 開票立会人説明会 委員長 未定

１０日 日 14:00 委員会（参議選・補選投開票） 全員 選管委員会室

20:30 集合 全員 西原商会アリーナ

21:40 開票開始

８月 ３日 水 16:00 委員会 全員 選管委員会室

２．今後の委員会等の日程（県議補選が参議選と同日の場合）

月　日

※参議選の選挙日は想定のため、委員会の日程も変更になる可能性があります。

※参議選の公示日は、通常17日前で6月23日になりますが、同日が「沖縄慰霊の日」と重なるため、6月22日の
公示が有力です。

※県議会議員補欠選挙の日程が、7月1日（金）告示、7月10日（日）投開票に決定しました。


